
 
 
 
 

 

■「道路土工構造物技術基準」の制定及び「道路標識設置基準」、「道路緑化技術基準」の改正について 

国土交通省は、平成27 年3 月 24 日に開催した社会資本整備審議会 道路分科会 道路技術小委員会での調査、

検討を踏まえ、高速自動車国道及び一般国道を新設又は改築する際に適用する基準について、次のとおり制定及

び改正を行ったと発表しましたのでお知らせいたします。 

 １．制定・改正の概要 

[1]道路土工構造物技術基準（新規制定） 

・道路土工構造物の強度に大きく影響を与える水について、速やかに排除できるよう 

排水処理設計の実施を明確化 

・施工時における設計条件との適合を明確化 等 

[2]道路標識設置基準（改正） 

・「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」の改正内容の反映 

・標識の損傷事例等を踏まえた技術的知見の反映 等 

[3]道路緑化技術基準（改正） 

・安全かつ円滑な交通の確保により重点を置くことを明確化 

・景観法や日本風景街道等の地域の計画との連携を図ることを明確化 等   

 ２．スケジュール 

・平成 27 年 3 月 31 日都市局長、道路局長より地方整備局長等に通知 

・平成 27 年 4 月 1 日からの設計に適用 
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□官民境界位置における高低差処理検討について 

～道路整備において民地との高低差がある場合の処理事例紹介～ 

1．はじめに 

東京は、山手線外周部を中心に木造住宅密集地域（以下「木密地域」という。）が広範囲に分布しています。そ

のような木密地域は、道路や公園等の都市基盤が不十分なことに加え、老朽化した木造建築物が多いことなどから、

地震火災など大きな被害が想定されています。 

本報告は市街地の延焼を遮断し、避難や救援活動の空間ともなる、防災上効果の高い主要な都市計画道路の

整備を目的とした木密地域不燃化プロジェクトの特定整備路線を詳細設計した事例をご紹介するものです。 

2．課題・問題点 

このプロジェクトの主な内容は以下の通りです。 

a.木密地域の再生産を防止し、耐火建築物又は準耐火建

築物への建替えの促進 

b.市街地の延焼を遮断し、避難や救援活動の空間ともなる、

防災上効果の高い主要な都市計画道路の整備の推進 

実施にあたり明らかになった課題・問題点は 

① 現況幅員 11ｍを片側 4.5ｍずつ拡幅して幅員 20ｍとす

ることから現況縦断線形のままでは官民境界位置にお 

いて高低差が生じる。  

② コントロールとなる施設が近接している等の理

由から縦断線形を変更するだけでは全てのコ

ントロールとの高低差を0とすることができず高

低差が生じてしまい、民地内での高低差 

処理（補償代行）が必要となる。  

3．課題・問題点解決のための技術的提案 

解決策として、計画高さが現況高さより低い場合は歩

道と植樹帯の境界で歩道の高さを変更し、計画高さが

現況高さより高い場合は歩道、自転車道の横断勾配を

変更することによって高低差を解消させました。 

4．成果 

計画道路内で高低差の解消策を検討することで、民

地でのすりつけが必要な箇所を減らすことが可能とすると 

ともに、施工性や経済性も向上させることができました。 

5．おわりに 

今回の方法により用地境界での民地との高低差処

理を減らすことができました。今後、同じような事案に対

しても今回の事例を踏まえた提案を行い、実績を積み

重ねていく所存です。 
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